
横浜家庭裁判所委員会議事概要 
 

第１ 日時 

   平成２３年５月２７日（金）午後１時３０分～午後３時３０分 

第２ 場所 

   横浜家庭裁判所大会議室（本館５階） 

第３ 出席者 

   （委員）五十音順，敬称略 

浅海典子，石黒康仁，岩田泰子，近藤昭一，水地啓子，髙橋隆男， 

千葉雄一郎，寺島隆之，成田喜達，林義亮，松野勉，森髙重久 

（弁護士委員の説明補助者） 

    東玲子弁護士，野口容子弁護士 

  （事務担当者） 

    山﨑朋亮，望月猛，太田雅夫，中橋章 

  （オブザーバー） 

    工藤眞仁（次席家裁調査官），伴野幸子（家事次席書記官） 

第４ テーマ 

   児童虐待について 

第５ 議事 

 １ 新任委員（水地啓子委員，千葉雄一郎委員，森髙重久委員）の紹介 

 ２ 委員長代理の指名 

   水地啓子委員が委員長代理に指名された。 

 ３ 事務局からの説明事項 

   当庁の節電対策の概要を説明した。 

 ４ 意見交換等（以下，○委員，弁護士委員説明補助者，◆オブザーバー，事務

局。） 
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   まず，今回のテーマについて，精神神経科医である委員が別紙１のとおり

専門家の立場から児童虐待の現状等の説明を行った。 

   次に弁護士である委員及び説明補助者として出席した弁護士より，今回の

テーマとのかかわりについて，別紙２のとおり弁護士の立場から説明があっ

た。 

   上記及びの現状報告を受けて，別紙３のとおり裁判所の担当者から２８

条事件の事件数の動向や裁判所と児童相談所との関係等について説明があっ

た。 

   各説明後に，次のような発言が各委員からあった。 

   ○ 児童虐待については，社会的関心が高い問題であり，統計上も飛躍的に

増加している。原因の一つとして，若年層の未熟な親が地域で孤立してい

ることが背景にあるのではないか。この問題は，社会全体で考える問題だ

が，特に児童相談所の態勢を整えることや虐待する親に対してもカウセリ

ングを行うことが大事だと考える。 

   ○ 児童虐待の現状等を聞いて感じたことは，医師，弁護士，家裁調査官等

のネットワークが非常に大事だということと同時にそれがいかに機能して

いるかが，家事・少年事件の結果を左右するのではないかということであ

る。 

   ○ 現在進行中の事件で，養父から１０年前に精神的虐待を受けた少年が，

未だに精神的に立ち直れないでいるというものがある。このケースは，少

年に，自責の念がある一方で，養父を含めて家族と仲良くしたいという気

持ちもあり，複雑な心理状況であるが，家裁調査官を含め，関係機関と連

携しながら対応をしている。また，児童虐待をしている親は，自分が虐待

しているという意識がないケースもあるので，親子関係の在り方について，

社会的に認識を広めていくという発想が必要と感じている。 

   ○ 問題のある行動を取る少年は，虐待を含め家庭環境などに問題があるケ
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ースが多いと感じている。また，一見普通に見える家庭であっても，実際

には問題を抱えていることがあり，家裁調査官の調査により明らかにされ

ることも多いので，その存在は大きいと感じている。 

   ○ 本会では，県内の福祉施設や社会福祉に関係する機関や団体と連携を図

りながら業務に取り組んでいる。児童養護施設関係では，発達障害があり，

支援が必要な子どもであるのに，支援が届かず虐待を受け，施設に入所し

てくるケースが多くなってきているようである。そのような状況を受け，

施設や本会において権利擁護（児童虐待）に関連する会議や研修会を実施

しながら，関係職員の専門性の向上や関係機関の連携・協働に向けて取り

組んでいる。 

第６ 次回テーマ及び次回期日について 

   次回テーマ及び次回期日のアンケートを各委員に送付し，後日その結果をお

知らせすることとなった。 













（別紙２） 

 

   ○ 家事事件における児童虐待問題については，親権者が子どもの施設入所

に同意をしないときに施設入所措置の承認を家庭裁判所に求める「児童福

祉法２８条第１項事件」（以下「２８条事件」という。）がメインになる。

この申立ては，神奈川県内の児童相談所に配属されている嘱託弁護士らが，

児童相談所長から委任を受けた代理人として基本的に全件行っている。弁

護士としては，そうした児童虐待という福祉の問題を司法という場に，理

論構成をし，証拠を積み立てて承認を求めるという「福祉と司法の橋渡し

的な役割」を担っていると自負している。２８条事件の申立てにおいては，

義務教育にある子ども達が施設などで安心して学業に取り組むことができ

るようにしたり，落ち着いた生活ができるように，速やかな承認を家庭裁

判所にお願いしている。実務の中では，申立て以前から家裁調査官に相談

に乗ってもらったり，速やかな調査を行っていただき，決定がかなり早期

に行われており，感謝している。審判期日では，裁判所が審理を進めて行

く過程で，虐待親の言い分を直接丁寧に聞き取りながらも厳しく説諭する

などの対応してもらっている。審判後には，児童相談所は親子の再統合プ

ログラムを作っていかなければならないが，裁判官からは，虐待を受けた

子どもであっても親は大好きな存在であること，子どもの気持ちを理解し

ながら親子再統合に向けて虐待親としても努力してほしいことを厳しく説

諭してもらっているという印象を受けている。また，間接的ではあるが，

離婚や親権者変更，保全事件での子の監護者指定や子の引渡請求といった

家事事件において，一方当事者の代理人としてではあるが，我々弁護士が

関与することによって児童虐待の予防に努めているケースというのもとて

も増えていると感じている。最近のＤＶ被害者は大体は女性であるが，女

性自身はＤＶの被害者にはなっていないものの，子どもが配偶者から虐待
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されているというケースもあり，そうしたケースの一方当事者の代理人と

して我々が関与する場合には，児童虐待を予防する方向で，被虐待児の状

況に応じて児童相談所を紹介したり，児童精神科医への受診につなぐよう

にしている。また，家庭裁判所に事件が係属してから，一から子どもに話

を聞き取ることは，子どもにとって精神的に大変負担になるケースが多い

ので，児童から被害状況を聞き出す機会をできるだけ少なくするために，

家裁調査官等と子どもにとってのケアの在り方を話し合いながら審理を進

めるケースも多くなっていると感じている。虐待をしている親の代理人と

なった場合には，虐待している親の心情を逆撫でしないように調整を図り

ながら，あくまでも子ども達が安心・安全に暮らせるように虐待親の行動

をセーブしたり，怒りを静めていく対応を取ることもある。 

   ・ 直接，１５歳以上の子どもの代理人になることもあるが，その場合には

子どもから委任を受けて，虐待をしている親との養子縁組を解消したり，

性的虐待をしている親のような場合には，子どもの代理人として警察に告

訴・告発するといった活動もしている。また，親子関係調整の調停におい

て，虐待親であっても子どもが親に会いたいと希望することもあり，その

場合に，面会交流の調整を行ったり，今後の親子関係の問題を子どもの意

見を尊重しながら話し合ったりするということもある。 

   ・ 本日，民法の一部を改正する法案が成立したことに伴い，親権の一時停

止という新しい制度ができ，児童相談所としては，児童福祉法２８条の申

立てをするのか，親権の一時停止の申立てをするのかといった問題，それ

から親権喪失制度が実際上は機能していないために親権の一時停止という

制度ができたという背景も踏まえて，今後，親権の一時停止の申立てや審

理がどのように運用されていくのか，弁護士としても期待している。 

   ○ 引き続き少年事件における児童虐待についてであるが，非行と児童虐待

とが重要な関係があることは多くの調査で明らかになっている。例として，
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日弁連が数年前に行った「重大事件を対象に行った非行の原因を探る研究」

においては，調査対象の殺人のケースでは４件中４件，強盗致傷等のケー

スでは６３件中２７件に被虐待経験が認められたという結果がある。弁護

士としては，非行を起こした少年と向き合う時に，非行事実だけを見て反

省を迫るのではなく，その少年のバックグラウンドを慎重に見てかかわる

ようにしている。弁護士は，家庭裁判所の場面では少年の付添人として関

与するが，家裁調査官と協力して保護者への働きかけを行ったり，環境調

整をするというようなケースワーク活動をしている。 

   ・ 少年については，弁護士を依頼する費用の問題があるが，費用がないこ

とを理由にして付添人を付けられないということがないように，日弁連に

は法律援助という制度がある。裁判所の方でも利用するように積極的に少

年に働きかけてもらっていると思う。横浜弁護士会は，全国で２番目に日

弁連の法律援助のケースが多くなっている。 

   ・ 私が経験した少年事件で虐待の問題を抱えた少年とどのように裁判所と

役割分担をしながらかかわったかを紹介する。ネグレクトケースであり，

両親及び少年が精神的にも知的にも負因を持つ家庭で，両親が少年に対す

る福祉的支援等を拒否したため，少年は，中学生まで特別支援学級ではな

く普通学級で育ってきた。少年は，ある非行により家庭裁判所の審判を受

けることになったが，裁判官及び家裁調査官と意見交換をする中で，「こ

の少年の特性に合った育て方や親の監護能力の不足を補うような子育てネ

ットワークを今からでも築いて行けばいいのではないか」という結論に達

した。実際に家裁調査官がその少年の地域に，生活保護を担当する方，保

健所の方，学校関係者，弁護士などが参加した子育てネットワークを築き，

この少年の特性に合った支援を受けられる環境作りをし，在宅での試験観

察を行ったことがあった。また，母の再婚相手である養父から性的虐待を

受けている少年のケースも担当した。その少年は家出を繰り返し，売春を
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するようになり，家庭裁判所において，売春防止法違反で審判を受けるこ

とになった。弁護士としては，家裁調査官と役割分担をし，実母に少年の

環境を考え直してもらったり，児童相談所等の受入可能な施設を探すなど

した。このようにして弁護士としては，少年事件においても裁判所と協力

しながら児童虐待問題に取り組んでいる。 



（別紙３） 

 

   ◆ 家裁が中心的にかかわる児童虐待関係の事件は，児童福祉法２８条１項の

事件で，「虐待をされている児童について，親の意に反して施設入所等の措

置をするかどうかを審理する手続」である。平成２１年の新受件数は，全国

で２０２件，横浜家裁管内で１１件となっている。児童福祉法２８条２項の

事件は，「既に施設に入所している児童について，２年を超えて，引き続き

施設入所を継続させるかどうかを審理する手続」であり，平成２１年の新

受件数は，全国で９２件，横浜家裁管内で２件となっている。 

   ・ 神奈川県児童相談所の平成２１年の虐待相談件数は１，６４２件，横浜市

児童相談所の平成２１年の児童虐待新規把握件数は７２０件となっている。 

   ・ 家庭裁判所と児童相談所とは，日ごろから事件の相談などを通じて協力

をしている。また，年１回開催の「家事関係機関との連絡協議会」では，

最近３年間は，県と市の児童相談所を対象として開催しており，中心的な

協議事項は，児童虐待に関する家事事件の実情と手続上の留意点や連携の

在り方についてであり，協議員は，実際に児童虐待を担当している職員で，

実務レベルの中身のある具体的な協議を行ってきている。 

   ・ 児童相談所が２８条事件の申立てをする場合は，家裁に事前の相談をす

る運用としている。現在は，①県及び市の児童相談所において，申立手続

のノウハウが蓄積されていること，②多くの事件において嘱託弁護士が代

理人となっていることから，円滑に申立てが行われている。 

   ・ 申立てがされると，裁判所では，裁判官，書記官及び調査官の３職種で，

事件処理の方針について協議をする。事件処理の方針は，大きく分けて，①

調査官による事実の調査を先行させて，その後に裁判官が審問を行って審理

を進める場合と，②裁判官による審問を先行させて，その後に調査官に調査

を命じる場合の２つである。 
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   ・ ２８条１項事件の調査に当たっては，事案の複雑さや困難性に応じて，

単独の調査官ではなく，複数の調査官を担当者として，共同で事実の調査

を行うことがある。具体的には，①虐待や不適切な養育に関して親が否認

しており，事実の調査に困難を伴うことが予想される事案，②父母が精神

障害を有している事案，③調査の対象とすべき者が多数あって，分担して

調査をする必要がある場合などに，共同での調査を行っている。 

   ・ ２８条１項事件では，児童相談所において，一時保護の措置がとられて

いる場合がほとんどで，児童は，一次的な仮の住まいで生活しているので，

家裁としては，早期に安定した生活を取り戻すために，迅速な調査，審問

及び最終的な審判を心掛けている。 
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